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島根原子力発電所２号機
特別点検の実施に向けたデータ採取について

資料４



1１．「運転期間延長」および「長期施設管理計画」認可制度について
GX（グリーントランスフォーメーション）脱炭素電源法の施行により、原子力発電所の「運転
期間延長認可制度」、「高経年化技術評価制度」に関する法令（電気事業法、原子炉等規
制法）が改正された。（2023年6月7日公布、2025年6月6日施行）

新制度では、４０年を超えて運転する場合は、「運転期間延長認可申請（経済産業大臣
認可）」、および「長期施設管理計画認可申請（原子力規制委員会認可）」が必要となる。

※保安規定添付書類として長期施設管理方針を申請

※長期施設管理計画を個別に申請

「今後のエネルギー政策について」（資源エネルギー庁_2023年6月28日）より（青字追記）

＜旧制度＞ ＜新制度＞



2２．「長期施設管理計画認可申請」の概要について
 新制度では、運転開始後30年以降において、10年以内ごとに「長期
施設管理計画」の認可を受ける必要がある。

 技術的な劣化評価については、旧制度の高経年化技術評価書と同様
の内容。

 上記に加えて、新制度で新たに要求が追加された事項（製造中止品
対応、品質マネジメントシステム等）について記載する必要がある。

 運転開始後40年目における長期施設管理計画では、運転開始後35
年目以降に実施した「特別点検」の方法およびその結果を記載する必
要がある。（旧制度と同様）
（60年目以降は10年ごとに「追加点検」として特別点検と同様の点検
が必要）

原子力規制庁「運転開始から長期間経過した発
電用原子炉の安全性を確保するための規制制度
の全体像について（令和5年11月13日）」より

長期施設管理計画イメージ

■長期施設管理計画の審査基準（原子力規制委員会制定）における特別点検の点検項目



3３．島根２号機 特別点検の実施に向けたデータ採取について

島根原子力発電所２号機（沸騰水型、定格電気出力︓82万ｋＷ）について、
通常の保全活動において技術基準への適合を確認しているが、運転開始から40
年（2029年2月9日）を超えて運転するために必要な特別点検※1の実施に向
け、原子炉圧力容器他に対し、非破壊試験等によるデータ採取を実施する。
【データ採取期間】
第18回定期事業者検査期間（2026年2月9日〜同年９月４日）〜
第19回定期事業者検査期間（期間未定）

【特別点検に向けたデータ採取方法】
次頁のとおり
※「日常的な点検・補修」について・・・【参考】（P7）参照
※「高経年化に係る６つの主要な経年劣化事象」について・・・【参考】（P8）参照
※特別点検と通常点検等におけるデータ採取方法比較・・・【参考】（P9,10）参照

島根２号機の運転期間延長に係る申請※2については、特別点検の結果や長期
運転に向けた劣化管理状況などを踏まえ、今後判断していく。
※1 原子炉圧力容器や原子炉格納容器などの重要設備における劣化状況を詳細に把握する点検。運

転開始35年以降に点検等により採取したデータに基づき、劣化状況を確認・評価する。

※2 40年超運転を行うためには、電気事業法に基づく運転期間延長認可申請（経済産業大臣認
可）に加え、原子炉等規制法に基づき、特別点検の結果を含めた長期施設管理計画認可申請
（原子力規制委員会認可）の認可を受ける必要がある。



4４．島根２号機 特別点検に向けたデータ採取方法
方法対象部位対象機器

傷等の異常有無を確認するため、超音波を
利用した試験を実施する

原子炉圧力容器
（炉心領域）

①

原子炉
圧力容器

ジェットポンプライザー
ブレースアーム溶接部

②

傷等の異常有無を確認するため、電流の特
性を利用した試験を実施する

給水ノズルコーナー部③

傷等の異常有無を確認するため、目視や電
流の特性を利用した試験を実施する

制御棒駆動機構ハウジン
グおよびスタブチューブ

④

中性子計装ハウジング⑤

差圧検出・ほう酸水注入
ノズル

⑥

内面の腐食状況を確認するため、目視によ
る試験を実施する

ドレンノズル⑦

傷等の異常有無を確認するため、超音波を
利用した試験を実施する

基礎ボルト⑧

鋼板の塗膜状態を確認するため、目視によ
る試験を実施する

原子炉格納容器⑨

原子炉
格納容器

圧力抑制室⑩

内外面の腐食状況を確認するため、目視に
よる試験を実施する

ベント管⑪

ベント管ベローズ⑫

傷等の異常有無を確認するため、超音波を
利用した試験を実施する

圧力抑制室基礎ボルト⑬

コンクリート強度等を確認するため、建物
のコンクリート部分から試料を採取する

・原子炉建物
・タービン建物
・廃棄物処理建物
・排気筒基礎 等

コンク
リート
構造物

原子炉圧力容器 断面図

原子炉圧力容器

⑨

⑩
⑪

⑫

原子炉格納容器 断面図

⑧
⑦

⑤

④

⑥

③

①

⑬

②

④



5＜参考＞用語説明
解 説用 語

ジェットポンプを原子炉圧力容器内側に固定するための構造物（ライザーブ
レース部）と、原子炉圧力容器・ジェットポンプそれぞれとの溶接部

ジェットポンプライザーブレース
アーム溶接部

原子炉圧力容器に取り付けられた給水ノズルの局面になっている部分給水ノズルコーナー部
制御棒駆動機構が納められている筒状の構造物制御棒駆動機構ハウジング
制御棒駆動機構ハウジングを原子炉圧力容器内に固定するための継手スタブチューブ
中性子計装（炉内計装）が納められている原子炉圧力容器に取り付けられ
た筒状構造物中性子計装ハウジング

炉心流量の計測と、非常時にほう酸水注入することを目的とした原子炉圧
力容器に取り付けられたノズル

差圧検出・ほう酸水注入ノズ
ル

定期検査時等に原子炉圧力容器の水を完全に排出するために使用する原
子炉圧力容器底部（下鏡）に取り付けられたノズルドレンノズル

原子炉圧力容器を原子炉建物に固定するためのボルト基礎ボルト
原子炉格納容器の圧力が異常上昇した際に、放射性物質を含む蒸気を圧
力抑制室に蓄えられた冷却水により減圧するための、原子炉格納容器と圧
力抑制室をつなぐ配管

ベント管

原子炉格納容器の圧力が異常上昇した際に、ベント管の伸縮・変形を吸収
するために取り付けられた蛇腹状の構造物ベント管ベローズ

圧力抑制室のサポートを原子炉建物に固定するためのボルト圧力抑制室基礎ボルト



6５．運転期間延長に係る申請の流れ

流 れ申請区分

運転期間延長
認可申請

長期施設管理
計画認可申請

認可申請
（経済産業
大臣）

認可申請
（原子力規制
委員会）

特別点検
（確認・評価）

運転開始40年

審査

審査

申請の
可否判断

認可

認可

40年
超運転

データ採取



7【参考】日常的な点検・補修

（出典）︓2024.3.13 鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会
原子力規制庁説明資料 「高経年化した発電用原子炉の安全規制の概要」



8【参考】高経年化に係る主要な６つの経年劣化事象

（出典）︓2024.3.13 鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会
原子力規制庁説明資料 「高経年化した発電用原子炉の安全規制の概要」



9【参考】島根２号機 特別点検と通常点検等におけるデータ採取方法比較（1/2）

通常点検等における方法特別点検のデータ採取方法対象部位対象機器

・原子炉圧力容器外側から溶接部の超音
波探傷試験（2029年までの10年程度で
全ての溶接線の試験可能な範囲）

・原子炉圧力容器外側から母材およ
び溶接部の超音波探傷試験

原子炉圧力容器
（炉心領域）

①

原子炉
圧力容器

・原子炉圧力容器内面から目視試験（き
ず等異常を確認）（７年に１回）

・原子炉圧力容器内面から超音波探
傷試験

ジェットポンプライ
ザーブレースアーム溶
接部

②

・溶接部及び管台内面の丸みの部分に対
する超音波探傷試験（７年に１回）

・コーナー部に対する過流探傷試
験）

給水ノズルコーナー部③

・目視試験（漏えいの有無を確認、機器
変形等を確認）

・外面（炉内側）に対する目視試験
（きず等を確認）

・内面（炉外側）に対する過流探傷
試験

制御棒駆動機構ハウジ
ングおよびスタブ
チューブ

④

中性子計装ハウジング⑤

・外面（炉内側）に対する目視試験
（きず等を確認）

差圧検出・ほう酸水注
入ノズル

⑥

・目視試験（漏えいの有無を確認）及び
外観確認

・内面に対する目視試験
（腐食等を確認）

ドレンノズル⑦

・目視試験（機器変形等を確認）・超音波探傷試験基礎ボルト⑧

特別点検では通常の点検方法で確認していない範囲等を確認する。（下線部が相違点）



10【参考】島根２号機 特別点検と通常点検等におけるデータ採取方法比較（2/2）

通常点検等における方法特別点検のデータ採取方法対象部位対象機器

・原子炉格納容器全体漏えい率試験（バ
ウンダリの健全性を確認）

・点検回毎の対象範囲の目視試験（塗膜
状態等の異常有無を確認）

・接近可能な全範囲の鋼板の目視試
験（塗膜状態等の異常有無を確
認）

原子炉格納容器⑨

原子炉
格納容器

圧力抑制室⑩

・内／外面に対する目視試験
（腐食等の異常有無を確認）

ベント管⑪

ベント管ベローズ⑫

・目視試験（塗膜状態等の異常有無を確
認）

・超音波探傷試験圧力抑制室基礎ボルト⑬

・定期的な外観点検
・リバウンドハンマーを用いた非破壊強
度試験（数定検毎）

・強度確認（コンクリート強度等を
確認するため、建物のコンクリー
ト部分から試料を採取する）

・原子炉建物
・タービン建物
・廃棄物処理建物
・排気筒基礎 等

コンク
リート
構造物

特別点検では通常の点検方法で確認していない範囲等を確認する。（下線部が相違点）



11＜参考＞国内の40年超運転の原子力発電所（2026年1月時点）

認可申請経過年数発電所

５０年超運転認可
令和７年３月２７日令和６年１０月２４日５１年高浜１号機

令和７年１１月４日令和６年１２月２５日５０年高浜２号機

４０年超運転認可

令和７年３月２７日令和６年１０月２４日４８年美浜３号機

令和６年１１月２９日令和６年６月２４日４１年川内１号機

令和７年１月１７日令和６年８月２０日４０年高浜３号機

令和７年１月１７日令和６年８月２０日４０年高浜４号機

令和７年９月５日令和７年１月３１日４０年川内２号機

認可申請経過年数発電所

４０年超運転認可平成３０年１１月７日平成２９年１１月２４日４７年東海第二

（参考︓運転期間延長の認可を受けているが、新規制基準適合性審査中の発電所）

 国内の４０年超運転を実施している原子力発電所は次の７基



12＜参考＞世界の運転中原子力発電所の運転期間別割合

 当協会の調べによれば、2025年1月1日現在、世界の原子力発電プラントは計33か国・地域
で436基が運転中で、そのうち40年以上運転しているプラントは計21か国・145基あり、さらに
は50年以上運転をしているプラントは計7か国・34基あります。また、世界全体でみると、約
33％が40年を超え、2/3が30年超運転をしています。

（出典）一般社団法人 日本原子力産業協会 ＨＰ

（2025年1月1日現在）



13＜参考＞世界の40年以上稼働している原子力発電所 国別基数

 米国の原子力発電プラントは全部で94基
ありますが、その多くが運転開始当初の運転
期間である40年を超えて、20年の延長が
承認され、現在運転中です。これに加えて
20年の運転期間をさらに追加し、合計80
年間の運転継続をめざす動きも米国では一
般的になりつつあります。現に2025年4月
時点で、12基が80年運転の認可を取得し
ています（うち2基は、環境影響再評価完
了まで80年運転認可の効力が一時停止
中）。

 米国で長期運転する原子炉の運転実績も
良好です。米国原子力学会（ANS）の最
近の調査によると、直近3年間（2022〜
2024年）の、最も古い10基の原子炉の
平均設備利用率は93.15％、上位20基
では91.67％となっており、長期運転におい
ても高い運転実績が維持されていることが示
されています。なお、米国の原子力発電所
の平均運転年数は約43年です。

（出典）一般社団法人 日本原子力産業協会 ＨＰ


